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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）潤滑油基油、（Ｂ）モリブデン化合物、（Ｃ）無灰摩擦調整剤、及び（Ｄ）コハ
ク酸イミドのホウ素変性体を含む潤滑油組成物であって、
　前記（Ｂ）モリブデン化合物として下記一般式（Ｉ）に示す二核の有機モリブデン化合
物を含み、かつ該二核の有機モリブデン化合物のモリブデン原子換算の含有量が潤滑油組
成物全量基準で０．０３０質量％以上０．１４０質量％以下であり、
　前記（Ｃ）無灰摩擦調整剤として、下記一般式（II）又は下記一般式(III)で示される
（Ｃ１）エステル系無灰摩擦調整剤及び／又は下記一般式（IV）又は下記一般式(Ｖ)で示
される（Ｃ２）アミン系無灰摩擦調整剤を含み、かつ該（Ｃ１）エステル系無灰摩擦調整
剤及び（Ｃ２）アミン系無灰摩擦調整剤の含有量の合計が潤滑油組成物全量基準で０．１
質量％超１．８質量％以下であり、
　前記（Ｄ）コハク酸イミドのホウ素変性体のホウ素原子換算の含有量に対する、前記（
Ｃ１）エステル系無灰摩擦調整剤及び前記（Ｃ２）アミン系無灰摩擦調整剤を合計した含
有量の質量比［前記（Ｄ）コハク酸イミドのホウ素変性体のホウ素原子換算の含有量／（
前記（Ｃ１）エステル系無灰摩擦調整剤の含有量＋前記（Ｃ２）アミン系無灰摩擦調整剤
の含有量］が０．０１１以上０．０５２以下である、潤滑油組成物。
【化１】

［式（Ｉ）中、Ｒ１～Ｒ４は炭素数４～２２の炭化水素基を表し、Ｒ１～Ｒ４は、同一で
あってもよいし、異なっていてもよい。Ｘ1～Ｘ4は、硫黄原子又は酸素原子を表す。］
【化２】

［式（II）中、Ｒ５は、炭素数１～３２の炭化水素基を示す。また、Ｒ６～Ｒ９は、それ
ぞれ水素原子又は炭素数１～１８の炭化水素基であり、互いに同一でも異なってもよい。
また、ａは１～２０の整数を示す。］

【化３】

［式（III）中、Ｒ１０は、炭素数１～３２の炭化水素基を示す。また、Ｒ１１～Ｒ１５

は、それぞれ水素原子又は炭素数１～１８の炭化水素基を示し、互いに同一でも異なって
もよい。］
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【化４】

［式（IV）中、Ｒ１６は、炭素数１～３２の炭化水素基を示す。また、Ｒ１７～Ｒ２４は
、それぞれ水素原子、炭素数１～１８の炭化水素基、又はエーテル結合若しくはエステル
結合を含有する酸素含有炭化水素基を示し、互いに同一でも異なってもよい。また、ｂ及
びｃは、それぞれ０～２０の整数を示し、ｂ+ｃは１～２０である。］

【化５】

［式（Ｖ）中、Ｒ２５及びＲ２６は、それぞれ炭素数１～３２の炭化水素基を示し、互い
に同一でも異なってもよい。また、Ｒ２７～Ｒ３０は、それぞれ水素原子、炭素数１～１
８の炭化水素基、又はエーテル結合若しくはエステル結合を含有する酸素含有炭化水素基
を示し、互いに同一でも異なってもよい。また、ｄは０～２０の整数を示す。］
【請求項２】
　前記（Ｃ１）エステル系無灰摩擦調整剤及び（Ｃ２）前記アミン系無灰摩擦調整剤の含
有量の合計が潤滑油組成物全量基準で０．１質量％超１．１質量％以下である請求項１に
記載の潤滑油組成物。
【請求項３】
　前記（Ｃ１）エステル系無灰摩擦調整剤がグリセリンモノオレエートである請求項１又
は２に記載の潤滑油組成物。
【請求項４】
　前記（Ｄ）コハク酸イミドのホウ素変性体に含有される窒素原子量に対するホウ素原子
量の比が、質量基準で０．６以上２．０以下である請求項１～３のいずれか１項に記載の
潤滑油組成物。
【請求項５】
　前記（Ｄ）コハク酸イミドのホウ素変性体のホウ素原子換算の含有量が、潤滑油組成物
全量基準で０．０５０質量％以下である請求項１～４のいずれか１項に記載の潤滑油組成
物。
【請求項６】
　前記（Ｃ１）エステル系無灰摩擦調整剤及び前記（Ｃ２）アミン系無灰摩擦調整剤を合
計した含有量と、前記（Ｂ）モリブデン化合物のモリブデン原子換算の含有量との質量比
［（（Ｃ１）エステル系無灰摩擦調整剤の含有量＋（Ｃ２）アミン系無灰摩擦調整剤の含
有量）／（Ｂ）モリブデン化合物のモリブデン原子換算の含有量］が、４．０～３０．０
である請求項１～５のいずれか１項に記載の潤滑油組成物。
【請求項７】
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　さらに、（Ｅ）ポリ（メタ）アクリレートを含む請求項１～６のいずれか１項に記載の
潤滑油組成物。
【請求項８】
　さらに、（Ｆ）金属系清浄剤を含む請求項１～７のいずれか１項に記載の潤滑油組成物
。
【請求項９】
　さらに、（Ｇ）ジチオリン酸亜鉛を含む請求項１～８のいずれか１項に記載の潤滑油組
成物。
【請求項１０】
　前記（Ａ）潤滑油基油が、米国石油協会の基油分類において、グループ３及びグループ
４に分類される鉱油又は合成油から選ばれる１種以上である請求項１～９のいずれか１項
に記載の潤滑油組成物。
【請求項１１】
　内燃機関に用いられる請求項１～１０のいずれか１項に記載の潤滑油組成物。
【請求項１２】
　内燃機関に、請求項１～１０のいずれか１項に記載の潤滑油組成物を添加する内燃機関
の摩擦低減方法。


	header
	written-amendment

